
（１）貸与始期

（２）貸与終期
① 緊急採⽤︓採⽤年度末 ※1年ごとに願い出ることにより、修業年限の 終期まで延⻑可能です。
② 応急採⽤︓修業年限の終期

⽣計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは⽕災、⾵⽔害等の災害等により家計が急変し、緊急に
奨学⾦の必要が⽣じた場合に、申し込むことができる貸与型の奨学⾦です。緊急採⽤が第⼀種奨学⾦（無利
⼦）、応急採⽤が第⼆種奨学⾦（有利⼦）にあたります。

予期せぬ家計の急変により、緊急に奨学⾦が必要となった学⽣の皆さんへ

緊急採⽤・応急採⽤奨学⾦制度のご案内

（１）対象課程
短期⼤学・⼤学・⼤学院・専修学校（専⾨課程）・⾼等専⾨学校の正規課程が対象。
※通信教育課程は対象外です。

（２）要件
家計急変の事由が発⽣してから12か⽉以内の⼈で、学⼒・家計基準を満たすこと。
※ 申込みは随時受け付けています。
※ 新型コロナウイルスの影響による家計急変も事由として含みます。

詳細については学校に必ず確認してください。

Q 貸与⽉額はいくらですか。
A 貸与⽉額は、緊急採⽤であれば第⼀種奨学⾦、応急採⽤であれば第⼆種奨学⾦と同じです。
詳しくはJASSOホームページをご覧ください。

Q 申込みから振込開始までどのくらいかかりますか。
A 申込み及び学校からの推薦後、最短で翌⽉に⼝座に振り込まれます。
Q 現在第⼀種奨学⾦の貸与を受けていますが家計が急変したためさらに奨学⾦が必要になりました。
緊急採⽤に申し込めますか。

A 現在第⼀種奨学⾦の貸与を受けているため、緊急採⽤（第⼀種奨学⾦）に申し込むことはできませんが、
第⼀種奨学⾦と併⽤して、応急採⽤（第⼆種奨学⾦）を申し込むことができます。

当年度 前年度（※） 当年度 前年度

緊急採⽤ 発⽣⽉以降 ⼊学⽉以降 発⽣⽉以降 発⽣⽉以降

応急採⽤ ⼊学⽉以降 ⼊学⽉以降 当年度４⽉以降 発⽣⽉以降

区分
１年次⽣

（※）⼊学前に事由が発⽣した場合は、
⼊学⽉以降の貸与始期となります。

２年次⽣以上

事由発⽣⽉

●緊急採⽤
JASSOホームページ＞奨学⾦＞奨学⾦制度の
種類と概要＞貸与奨学⾦（返済必要）＞第
⼀種奨学⾦（無利⼦で借りる）＞被災・家計
急変時の第⼀種奨学⾦（緊急採⽤）

緊急採⽤・応急採⽤とは１

対象課程及び要件２

貸与始期・貸与終期３

Q&A４

詳しい情報はこちら ︕ 申込⽅法・提出書類は学校に確認を５

（第⼀種奨学⾦） （第⼆種奨学⾦）

●応急採⽤
JASSOホームページ＞奨学⾦＞奨学⾦制度の
種類と概要 ＞貸与奨学⾦（返済必要）＞第
⼆種奨学⾦（有利⼦で借りる）＞被災・家計
急変時の第⼆種奨学⾦（応急採⽤）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo
/taiyo_1shu/kinkyu/index.html

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo
/taiyo_2shu/okyu/index.html


